
令和８年度 愛知県障害者委託訓練（下半期開講分） 

企画提案募集要項 
 

この要項は、愛知障害者職業能力開発校（以下「開発校」という。）が実施する障害者の能力、適

性及び地域の障害者雇用ニーズに対応した訓練（以下「障害者委託訓練」という。）を委託するにあた

り、企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関等（専修学校、各種学校、研修

等実施企業等）から企画提案を広く募集し、総合的な審査により受託者を選定するために必要な事

項を定めるものである。 

 

１ 事業の目的 

障害者委託訓練を機動的に実施することにより、障害者が就職又は雇用の継続に必要な知識・技

能の習得を図ることにより、障害者の就職の促進又は雇用の継続に資する。 

なお、本事業は、障害者委託訓練を実施することにより、障害者の職業訓練機会の拡充が図られ

るものであることから、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 65

号）の趣旨の推進に資するものである。 

 

２ 委託事業の内容 

（１）事業の名称 

障害者職業訓練業務委託事業 

（２）業務内容 

別紙「令和８年度愛知県障害者委託訓練（下半期開講分）知識・技能習得訓練コース委託先

募集仕様書」のとおり 

（３）選定事業者数 

ア 訓練期間（２か月若しくは３か月） 

１１月開講                  ３者程度 （募集定員 21 人） 

                   

イ 訓練期間（２か月） 

   １月開講                  ３者程度 （募集定員 21 人） 

 

ウ 訓練期間（オンラインコース２か月若しくは３か月） 

１１月開講                  １者程度 （募集定員 7 人） 

                   

エ 訓練期間（オンラインコース２か月） 

   １月開講                  １者程度 （募集定員 7 人） 

 

※募集状況に応じて、選定する事業者数及び定員を増減させる場合がある。 

 

３ 応募資格 

企画提案書類を提出する時点で次の要件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４〈一般競争入札の参加者の資格〉

の規定に該当しないこと。 

（２）公告の日から委託先を決定するまでの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴

力団排除に関する合意書」（平成 24 年６月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）

に基づく排除措置を受けていないこと。 

（３）この公告の日から委託先を決定するまでの期間において、愛知県が発注する物件の製造の請



負若しくは買入れ、売払い及び役務の提供に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 

（４）愛知県の令和８・９年度入札参加資格者名簿に登載されている者で、業務分類が大分類「03.

役務の提供等」であること。（申請中の者を含む。）） 

 

４ 応募方法 

（１）募集期間 

令和８年６月 15日（月）から令和８年６月 26日（金）午後５時（必着）まで 

（２）提出書類 

別紙１「企画提案申請書の構成及び添付書類」による。 

（３）提出方法 

郵送（又は持参）による。 

（４）提出部数 

５部（正本１部、副本４部） 

（５）企画提案申請書の宛名 

愛知障害者職業能力開発校長宛てとする。 

（６）提出先 

〒４４１－１２３１ 豊川市一宮町上新切３３－１４ 

愛知障害者職業能力開発校 

電話 ０５３３－９３－２５０５ 

（７）その他 

ア １つの訓練実施施設での申請は１コースまでとする。なお、訓練実施施設とは施設責任者

（校長、教室長等）が配置されており、かつ訓練実施体制等が他の訓練実施施設と独立している

ものを指す。 

イ 提出された企画提案書の内容は、開発校の了承なく変更することはできない。 

  変更が生じる場合は変更申請書（任意様式）を提出すること。 

ウ 提出された企画提案書は返却しない。 

エ 企画提案書は本委託業務における受託事業者の選定以外の目的で使用しない。 

オ 企画提案の応募に関して要した経費は、応募事業者の負担とする。 

カ 企画提案書提出後、応募資格に該当しないこととなった場合は、速やかに開発校に連絡す

ること。 

 

５ 提案事業の審査等 

（１）審査方法 

ア 職業能力開発に精通する関係者で構成された委託先選定委員会により、内容を公平かつ

客観的に書類審査を行う。 

イ 提案者によるプレゼンテーション審査は行わない。 

ウ 選定委員会は非公開とし、内容に係る質問や異議は一切受け付けない。 

（２）照会等 

審査に至る過程で、必要に応じて、追加資料を請求することがある。また、応募内容等に不明

な点があった場合、開発校から電話等による照会を行うことがある。 

（３）契約予定者の決定方法 

開講月ごとに以下により決定する。 

ア 委託先評価基準により評価し、評点の高い企画提案者から順に募集定員に達するまでを委

託先候補として決定する。なお、募集定員を超えるような提案があった場合は、選定委員会



で判断し、全てのコースの募集定員を調整する場合がある。 

イ 開講月の変更が可能なものについては、定員を満たしていない開講月へ変更し、決定する

ことがある。変更したことにより開講月の定員を満たさなくなった場合、次に評点の高い企

画提案者を繰り上げて委託先候補として決定することがある。 

ウ 募集定員数に達した際に評点が同点の者がある場合は、以下により順位をつけることとし、

さらに同位となった場合は委託先選定委員会の合議により決定する。 

優先１ 最新の愛知県の障害者多数雇用企業名簿に記載された企業等 

優先２ 見積り金額の低い企画提案者 

（４）審査基準 

別紙２委託先評価基準のとおり。 

（５）企画提案対象からの除外 

次のいずれかに該当した場合は、審査対象から除外する。 

ア 本要項、仕様書等に従っていない企画提案のとき。 

イ 提出書類に虚偽の記載があったとき。 

ウ 威圧その他の行為により公正かつ円滑な選考を妨げたとき。 

エ 愛知県競争入札参加資格審査申請を申請中の者で、契約時までに、審査を完了する見

込みがないと認められるとき。 

（６）審査結果 

審査終了後、採否に関わらず応募者には文書で通知する。また、委託先決定結果は公表する。 

（７）その他 

契約予定者として決定した後、契約するまでの期間において、応募資格を満たさなくなった場

合、提出書類に虚偽があったと認められる場合、愛知県が発注する物件の製造の請負若しくは買

入れ、売払い及び役務の提供に係る指名停止の措置を受けた場合及び愛知県の令和８・９年度入

札参加資格審査申請後、契約時までに審査が完了しない場合には決定を取り消す。 

決定を取り消したときに損害が生じた場合には、契約予定者として決定された企画提案者がそ

の責を負うものとする。 

 

６ スケジュール（予定） 

令和 8 年 6月 26 日（金）     企画提案書の提出期限 

令和 8 年 7 月中旬        委託先選定委員会開催 

7 月下旬        委託先の決定 

10 月 1 日（木）以降   委託契約締結 

 

７ 受託を希望される事業者のための事業説明会の開催 

事業説明会を以下のとおり開催する。 

日時：令和８年 6月 16 日（火）午後１時 30 分から（1時間半程度） 

場所：愛知障害者職業能力開発校（Teams によるオンライン説明会） 

内容：募集概要の詳細及び企画提案にあたっての注意事項の説明 等 

 

参加する場合は、令和８年 6月 15 日（月）正午までに別紙３「事業説明会参加申込書」に事業

者名、出席者氏名等を記入の上、電子メールにより申し込むこととする。 

電子メールの件名：令和８年度愛知県障害者委託訓練（下半期開講分）事業説明会 

電子メールアドレス：noryokukaihatsuko@pref.aichi.lg.jp 

ＦＡＸ：０５３３-９３-６５５４ 



 

８ 問合せ先 

本委託事業の企画提案に関する質問は、令和８年 6 月 15 日（月）から令和８年 6 月 19 日（金）

午後 5時までの間で受け付ける。 

質問は、別紙４「企画提案に関する質問書」により質問事項の趣旨を明確にして、次のアドレ

スまで電子メールにより照会するものとし、口頭（電話を含む。）による質問は受け付けない。 

電子メールの件名 ：令和８年度愛知県障害者委託訓練（下半期開講分）に関する質問 

電子メールアドレス：noryokukaihatsuko@pref.aichi.lg.jp 

 

質問に対する回答は、質問した事業者に対して電子メールで回答するほか、開発校ホームペー

ジ（https://www.aichivti.ac.jp/site/noryoku/）に掲載する。 

なお、質問内容が当該事業者固有の内容に係る場合、回答は開発校ホームページに掲載しない。 


